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（1）事業報告
業務の適正を確保するための体制及び運用状況

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び当該体
制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

○業務の適正を確保するための体制
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
イ．当社及び子会社（以下「当社グループ」といいます。）の取締役及び使用人（以

下「役職員」といいます。）の業務執行が法令及び定款に適合することを確保す
るため、「USEN&U-NEXT GROUP行動規範」を制定し、法令順守をはじめと
する、企業倫理の徹底に取り組みます。

ロ．当社グループの役職員による「USEN&U-NEXT GROUP行動規範」の徹底と
実践的運用を行うため、教育・研修を実施するとともに、「内部通報規程」を整
備します。

ハ．業務執行部門から独立した内部監査部門である監査室が、当社グループの各業
務執行部門（子会社を含みます。）の活動全般に関して内部監査を実施します。

ニ．取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成す
る指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名および報酬の決定に係る公正性・
透明性・客観性を高めます。また、全委員を独立社外取締役で構成する特別委
員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する取引・行為について審
議・検討を行う体制を整備します。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．総合的なリスク管理については、リスク管理委員会を設置し、「リスクマネジメ

ント基本規程」に基づいて災害、情報セキュリティ、雇用・人事、コンプライ
アンス、環境等、当社グループに重大な影響をおよぼすリスクについて網羅
的・統括的に管理するとともにリスク発生時の対応を的確に行える体制を整備
します。

ロ．経営あるいは事業活動に重大な影響を与えるまたは与える可能性に直面し、緊
急事態に至った場合に備え、「危機管理規程」を制定し、緊急時対応が的確に行
えるよう体制を整備します。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．戦略決定･経営監督機能と業務執行機能を明確にし、取締役の職務執行が効率的

に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応
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じて適宜臨時に開催します。
ロ．経営の効率性を高めるために、執行役員制度を導入します。
ハ．取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、社外取締役を

選任します。
ニ．業務執行に関する重要事項について、代表取締役を議長とし毎月１回以上開催

する経営会議にて協議を行います。

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒

体（以下「文書等」といいます。）に記録し、保存します。取締役及び監査役
は、「文書管理規程」により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしま
す。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．当社及び当社グループ各社の代表取締役は、各社の業務執行の適正を確保する

内部統制の構築及び運用の権限並びに責任を有するものとします。
ロ．当社の監査室は、重要性に鑑み当社及び当社グループ各社の内部監査を実施す

るものとします。また、内部統制の構築及び運用に関する検証、ならびに情報
の共有化等を行うものとします。

ハ．当社は、当社に当社グループ各社全体の内部統制を所管する担当部署を設置し
て、当社グループ各社における内部統制の構築及び運用の高度化を目指すもの
とします。

ニ．また、当社グループ各社の監査役は、当社グループ各社の業務執行の適正を確
保する内部統制の構築及び運用の状況を監査し、グループの監査役に、情報を
共有化するものとします。

ホ．上記の体制は当社グループを網羅する「グループ会社管理規程」「内部通報規
程」「内部監査規程」等の諸規程にもとづき、組織的に実施されるものとしま
す。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独
立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．監査役の職務を補助すべき使用人を置くこと、及び置く場合の員数については、
監査役会の意見を聴取し、関係各方面の意見を十分に考慮するものとします。

ロ．補助使用人の人事異動（異動先を含みます。）、及び人事評価並びに懲戒処分等
を行うときは、監査役会の意見を聴取し、その意見を十分に考慮して実施する
ものとします。

ハ．監査役より監査業務にかかる指揮命令を受けた補助使用人は、その指揮命令に
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関して、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないも
のとします。

⑦ 当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又は
これらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査
役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

イ．当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役（以下「子会社
の役員」といいます。）及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社
の監査役に対して、重大な法令違反等、及び会社に著しい損害をおよぼすおそ
れのある事項等の法定の事項に加え、「内部通報規程」による通報の状況、及び
内部監査の実施状況、並びに当社及び当社グループの業務又は業績に重大な影
響をおよぼす事項等を速やかに報告します。当社及び当社グループは、当該報
告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由とした不利益取扱を行わな
いものとします。

ロ．「内部通報規程」に従い、通報者に不利益が生じる取扱いを禁じるとともに、通
報者の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を執るものとします。

⑧ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
イ．取締役会は、監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的か

つ効果的に把握できるようにするため、監査役がいつでも取締役及び使用人並
びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人から事業の報告を求め、または
業務及び財産の状況を調査することができる体制を構築するとともに、代表取
締役、監査室、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する機会
を保障します。

ロ．監査役の職務執行について生じる費用は、あらかじめ予算化されている費用に
加え、緊急または臨時の費用についても会社の費用として、これを認めます。

○業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備しておりますほか、その基本方針に

基づき以下の具体的な取組みを行っております。
① 当社では、グループ行動規範、内部統制システム基本方針、内部通報規程、内

部者取引防止規程を定め、従業員が常時閲覧できる環境を整備し、当社グルー
プの取締役及び使用人等に周知の徹底を図っております。

② 当社及び当社グループでは、入社時及び階層に応じた社内研修での教育及び会
議体での説明を通じて、法令及び社内規程を遵守するための取組みを継続的に
行っております。また、当社グループの事業に関係する法令改正に際しては、
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関連部署が連携して、法令改正に関する情報収集、研修会等を実施し、法令遵
守を実施いたしております。

③ 当社の監査役は、取締役会等に出席し経営監督機能を担うとともに、監査室や
会計監査人と緊密に連携することで、監査の成果を高めております。また、監
査役は、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役及
び使用人に説明を求め、監査の実効性の向上を図っております。

④ 当社及び当社グループの反社会的勢力排除の取組みとしまして、「反社会的勢力
チェックマニュアル」に基づき、新規取引先については取引開始前に、また取
引開始後は定期的に、契約先が反社会的勢力でないことの調査を実施しており
ます。
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（2）連結計算書類
連結株主資本等変動計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 99 29,786 51,843 △0 81,729
当期変動額
剰余金の配当 △2,284 △2,284
親会社株主に帰属する当期純利益 18,395 18,395
自己株式の取得 △0 △0
連結範囲の変動に伴う増減 △419 △419
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − − 15,691 △0 15,690
当期末残高 99 29,786 67,534 △0 97,420

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 40 97 138 10,166 92,033
当期変動額
剰余金の配当 △2,284
親会社株主に帰属する当期純利益 18,395
自己株式の取得 △0
連結範囲の変動に伴う増減 △419
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46 △33 12 971 983

当期変動額合計 46 △33 12 971 16,674
当期末残高 87 63 150 11,137 108,708
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連結注記表
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 29社
・主要な連結子会社の名称 ㈱USEN

㈱U-NEXT
㈱USEN-ALMEX
㈱USEN NETWORKS
㈱USEN ICT Solutions
㈱TACT
Y.U-mobile㈱
㈱U-NEXT LIVING PARTNERS
㈱USEN WORKING
㈱U-MX
㈱ユーズミュージック
㈱USENテクノサービス
㈱USEN Contact Center
㈱USEN Smart Works
㈱USEN PAY
㈱U-POWER
WannaEat㈱
㈱USEN TRUST
㈱UPX
㈱USEN REALTY
㈱USEN Camera Solutions
㈱USEN FIELDING
㈱USEN WORK WELL
㈱USEN FinTech
㈱USEN MEDIA PROMOTION
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② 連結範囲の変更
・連結範囲の変更 当連結会計年度において、㈱ USEN

FinTech（旧商号：ネットムーブ㈱）の株式
を取得したため、連結の範囲に含めておりま
す。
また、㈱USEN WORK WELL、㈱USEN

MEDIA PROMOTIONを新たに設立したた
め、連結の範囲に含めております。
2024年９月１日付で、当社の連結子会社で

ある㈱USENを吸収合併存続会社、キャンシ
ステム㈱、㈱USEN Mediaをそれぞれ吸収合
併消滅会社とする吸収合併を行ったため、連
結の範囲から除外しております。

③ 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 ALMEX SYSTEM TECHNOLOGY ASIA

SDN.BHD.
EXPRESS IN MUSIC PTE. LTD.
USEN Business Design㈱
㈱USEN Properties

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、総資産、
売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ
も連結計算書類に重要な影響を及ぼさないた
め、連結範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の状況
・持分法適用の関連会社数 ２社
・関連会社の名称 ㈱minimini-NEXT

㈱USEN FINANCIAL
② 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等

主要な会社等の名称
非連結子会社
ALMEX SYSTEM TECHNOLOGY ASIA SDN.BHD.
EXPRESS IN MUSIC PTE. LTD.
USEN Business Design㈱
㈱USEN Properties
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持分法を適用しない理由
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社はいずれも、それぞれ当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の
対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
重要性がないため、持分法の適用から除外しています。
③ 持分法適用手続に関する特記事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決

算日における仮決算に基づく計算書類を使用しております。
（3）連結子会社の事業年度に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
ロ．その他有価証券
・市場価格のない株式等
以外のもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主
に移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ハ．棚卸資産
・商品及び製品 主に総平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
・原材料及び貯蔵品 主に総平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法（ただし1998年４月１日以降取
得した建物（建物附属設備を除く）及び2016
年４月１日以後に取得した建物附属設備及び
構築物、並びに工具器具及び備品の一部につ
いては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。
建物及び構築物 ３年〜50年
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ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
主に定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。
顧客関連資産については、その効果の及ぶ

期間（15年）に基づく定額法を採用しており
ます。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

ロ．債務保証損失引当金 一部の連結子会社は、家賃保証の保証履
行による損失に備えるため、当連結会計年
度末において将来発生すると見込まれる額
を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準
によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務
費用の処理方法

数理計算上の差異については、各連結会
計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（６年〜10年）による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度より費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による按分額を費用処理しており
ます。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおり
です。
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(コンテンツ配信事業)
主に映像配信サービス「U-NEXT」の配信・提供を行っております。

・配信・提供については、主に契約期間にわたり映像配信サービスを提供するも
のであるため、時の経過に伴い履行義務が充足されると判断し、サービスの提供
期間にわたり収益を認識しております。
(店舗・施設ソリューション事業)
主に音楽配信並びに店舗ソリューションの提供・販売・施工、飲食店向け支援

サービスの提供、音楽著作権の管理・開発、ホテル・病院・ゴルフ場等の業務管
理システム及び自動精算機の開発・製造・販売・メンテナンスを行っております。
・音楽配信については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものである
ことから、時の経過に伴い履行義務が充足されると判断し、サービスの提供期間
にわたり収益を認識しております。
・店舗ソリューションについては、契約期間にわたり均一のサービスを提供する
ものであることから、時の経過に伴い履行義務が充足されると判断し、サービス
の提供期間にわたり収益を認識しております。
・商品の販売については、顧客に引き渡した時点で支配が顧客に移転し、履行義
務が充足されると判断し、商品の引き渡し時点に収益を認識しております。
・保守サービスについては、契約期間にわたり保守サービスを提供するものであ
ることから、時の経過に伴い履行義務が充足されるものと判断し、サービスの提
供期間にわたり収益を認識しております。
(通信・エネルギー事業)
主にブロードバンド回線の販売並びに取次ぎ、オフィスのICT環境構築・販売、

電力の提供・維持管理を行っております。
・ブロードバンド回線の販売については、契約期間にわたり均一のサービスを提
供するものであることから、時の経過に伴い履行義務が充足されると判断し、サ
ービスの提供期間にわたり収益を認識しております。
・通信事業者から受領する取次ぎ等の手数料については、販売代理店契約に基づ
く役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、役務提供完了時
点で収益を認識しております。
・電力の提供・維持については、契約期間にわたり継続的に電力供給サービスを
提供するものであり、契約条件に従って一定の期間にわたり履行義務が充足され
ると判断し、サービスの提供期間における電力の供給に応じて収益を認識してお
ります。なお、決算月の検針日から決算日までに生じた収益については、「収益認
識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26
日)第103-2項を踏まえ、検針日における顧客への電力供給量及び請求単価等を基
礎として見積ることにより認識しております。
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(金融・不動産・グローバル事業)
主にマンション・アパート入居者を中心としたブロードバンド回線の販売並び

に取次ぎ、家賃保証サービス、商業ビル運営を行っております。
・通信事業者から受領する取次ぎ等の手数料については、販売代理店契約に基づ
く役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、役務提供完了時
点で収益を認識しております。
・家賃保証サービスについては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基
準」に基づき、契約期間にわたり収益を認識しております。
・商業ビルの運営については、主に契約期間にわたり均一のサービスを提供する
ものであることから、時の経過に伴い履行義務が充足されると判断し、サービス
の提供期間にわたり収益を認識しております。
⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、20年以内の合理的な年数で均等償却しておりま

す。
⑧ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022

年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首
から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、

2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28
日。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当
該会計方針の変更による連結計算書類への影響は軽微であります。
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3. 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度において「流動資産」に区分掲記しておりました「前払費用」（前
連結会計年度40,694百万円）のうち、コンテンツ配信事業に関するものについて、
重要性が高まったため、当連結会計年度より「コンテンツ配信権」として区分掲記
しております。また、「前払費用」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度に
おいては「その他」に含めて表示しております。
これは、コンテンツ配信事業の事業規模拡大に伴い、より適切に反映した計算書

類の開示を行うために表示方法の変更を行ったものであります。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取

利息」（前連結会計年度17百万円）については、重要性が高まったため、当連結会
計年度において区分掲記しております。

4. 会計上の見積りに関する注記
（のれんの評価）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(百万円)
当連結会計年度

のれん 40,022

顧客関連資産 1,433
※なお、上記金額には2018年10月に取得したキャンシステム株式会社に関する
のれん6,484百万円、2024年12月2日取得したネットムーブ株式会社（取得後
USEN FinTechに商号変更）に関するのれん3,554百万円、顧客関連資産
1,429百万円が含まれています。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループにおいて、企業結合から生じたのれんは、対象会社の超過収益力と

して認識しており、20年以内のその効果が発現する期間で均等償却を行っておりま
す。
当該のれんについては、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、継続的に収支

の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し資産のグルーピングを行い、資産グ
ループごとに減損の兆候の有無を検討しております。減損の兆候を識別した場合に
は、将来の事業計画を基礎に算定されたのれんの残存償却期間内の割引前将来キャ
ッシュフローと帳簿価額を比較して減損損失の認識の要否を判定しております。減
損損失の認識が必要と判定された場合、当該のれんについては、回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として認識します。
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当社グループは2024年9月1日付でグループの組織を再編しており、当該グルー
プ組織再編により、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位が変化した
と判断し、2018年10月に取得したキャンシステム株式会社に関するのれんについ
て、従来はキャンシステム株式会社を資産グループとしていましたが、当連結会計
年度より株式会社USENの音楽配信サービスの資産グループに含めております。な
お、当該グルーピング単位の変更は、回収可能価額を著しく低下させる変化を生じ
させるものではなく、減損の兆候はないと判断しております。
ネットムーブ株式会社（取得後USEN FinTechに商号変更）に係るのれん及び顧

客関連資産は、2024年12月2日に同社株式を取得した際に計上したものであり、
株式の取得原価を取得日における識別可能な資産及び負債に配分し算定しており、
取得原価のうちのれんやのれん以外の無形資産に配分された金額が相対的に多額に
なっております。
当社グループは外部の専門家を利用して取得原価の配分を行っております。株式

の取得原価は事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの割引現在価値を考慮
して決定し、顧客関連資産は事業計画を基礎としたインカムアプローチ（超過収益
法）に基づいて算定されております。
事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りには、当社グループの顧客基

盤活用による売上高の増加や既存顧客の減少率等の主要な仮定を含んでおります。
当連結会計年度において、のれん及び顧客関連資産に減損の兆候はないと判断して
おります。
のれん及び顧客関連資産の評価に使用したこれらの仮定について、将来の不確実

な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、将来キャッシュ・フローや
回収可能価額が減少した場合には、翌連結会計年度における連結計算書類に重要な
影響を与える可能性があります。

5. 会計上の見積りの変更に関する注記
該当事項はありません。

6. 追加情報
該当事項はありません。

7. 連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 50,161百万円

上記、減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれておりま
す。
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（2）保証債務
① 連結子会社の㈱USEN TRUSTが営業活動として賃借人と保証委託契約を締結
し、契約上家賃の48ヶ月分相当額を上限として家賃保証を行っております。
賃料保証による保証債務相当額 164,998百万円
債務保証損失引当金 730百万円
差引 164,267百万円

② 下記の会社の借入金に対して、債務保証を行っております。
㈱USEN Properties 21百万円

（3）期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理してお
ります。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

等が、期末残高に含まれております。
受取手形 1百万円
電子記録債権 11百万円
電子記録債務 19百万円

（4）顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高は、それぞれ以下のと
おりです。
受取手形 32百万円
売掛金 48,895百万円

（5）貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライ

ン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入未
実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントラインの総額 5,000百万円
借入実行残高 ー百万円
差引額 5,000百万円

（6）財務制限条項
当社グループの金銭消費貸借契約及びコミットメントライン契約には、財務制

限条項が付されており、下記いずれかの条項に抵触した場合、契約上のすべての
債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
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みずほ銀行との金銭消費貸借契約
イ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結ベースの経常利益が二期連続赤字となる状態を生じさせないこ
と。

ロ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末に
おける当社を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75％以
上かつ140億円以上に維持すること。

みずほ銀行との金銭貸借契約書
イ.2025年8月期以降（2025年8月期を含む。）の各決算期末における連結の貸
借対照表上の純資産の部の金額を、直前の各決算期末における連結の貸借対
照表上の純資産の部の金額の75％以上かつ140億円以上に維持すること。

ロ.2025年8月期以降（2025年8月期を含む。）の決算期を初回の決算期とする
連続する2期について、各年度における連結の経常損益が二期連続損失となる
状態を生じさせないこと。

三十三銀行との金銭消費貸借契約
イ.当社を頂点とする連結ベースの貸借対照表において各決算期末おける連結の
貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年8月期末の75%以上、且つ、前年
度決算期末の75%以上に維持すること。

ロ.当社を頂点とする連結ベースの損益計算書において、2025年8月期以降の経
常損益を二期連続損失となる状態を生じさせないこと。

横浜銀行との金銭消費貸借契約
イ.当社を親会社とするグループ会社の連結貸借対照表における純資産の部の金
額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年8月期末の金額の
いずれか大きい方の75%以上に維持すること。

ロ.当社を親会社とするグループ会社の連結損益計算書上の経常損益が二期連続
損失となる状態を生じさせないこと。

コミットメントライン契約
イ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結ベースの経常利益が赤字とならないようにすること。

ロ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末に
おける当社を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75％以
上に維持すること。
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8. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 180,375,333株
（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決議
株式
の
種類

配当の
原資

配当
金の
総額

１株
当たり
配当額

基準日 効力発生日

(百万円) （円）
2024年10月10日

取締役会
普通
株式

利益
剰余金

1,022 17.0 2024年８月31日 2024年11月29日

2025年４月10日
取締役会

普通
株式

利益
剰余金

1,262 7.0 2025年２月28日 2025年５月26日

(注)当社は、2024年12月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っ
ております。2024年８月31日を基準日とする配当については、当該株式分割前
の実際の配当金の額を記載しております。
② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度になるもの

決議
株式
の
種類

配当の
原資

配当
金の
総額

１株
当たり
配当額

基準日 効力発生日

(百万円) (円)
2025年10月14日

取締役会
普通
株式

利益
剰余金

1,533 8.5 2025年８月31日 2025年11月28日

― 16 ―

2025年10月27日 18時02分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



9. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループの所要資金は、大きく分けて運転資金及び設備投資資金並びに
企業買収資金となっており、主に金融機関からの借入により調達しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の

変動リスクに晒されております。
取引先企業等に対して長期貸付を行っております。
営業債務である電子記録債務、支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４か

月以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リス
クに晒されております。
借入金の使途は、運転資金及び設備資金並びに企業買収資金であり、償還日

は最長で決算日後９年５か月であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を
管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理
当社グループは、各子会社からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計

画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを
管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することがあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含めて
おりません。（（注）を参照ください。）

連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1）投 資 有 価 証 券 252 百万円 252 百万円 − 百万円
（2）長期貸付金（＊２） 4,678 百万円

貸倒引当金（＊３） △4,562 百万円
115 百万円 109 百万円 △6 百万円

資産計 368 百万円 361 百万円 △6 百万円
（1）長期借入金（＊４） 58,816 百万円 58,816 百万円 − 百万円
（2）社 債 10,000 百万円 9,999 百万円 △0 百万円
負債計 68,816 百万円 68,816 百万円 △0 百万円

（＊１）現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、未
払法人税等は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
のであることから、記載を省略しております。

（＊２）長期貸付金には、１年内回収予定の長期貸付金が含まれております。なお、連
結貸借対照表において「１年内回収予定の長期貸付金」は流動資産の「その
他」に含めて表示しております。

（＊３）個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（＊４）長期借入金には、１年内返済予定分も含めて表示しております。

（注）市場価格のない株式等
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 131 百万円
関係会社株式 1,124 百万円
これらについては、「（1）投資有価証券」には含めておりません。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価

格により算定した時価
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レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン
プットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 252 − − 252

資産計 252 − − 252

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 − 109 − 109

資産計 − 109 − 109

長期借入金 − 58,816 − 58,816

社債 − 9,999 − 9,999

負債計 − 68,816 − 68,816
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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長期貸付金
長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ご

とに、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッド
を上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類しております。

長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額

と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に
分類しております。

社債
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

10. 賃貸等不動産に関する注記
(1)賃貸等不動産の状況に関する事項
当社グループでは、東京都その他の地域において、店舗向けテナントビル及び遊休

不動産（土地を含む。）を有しております。
(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価

5,318 5,203
(注)1．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であり

ます。
2．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社
で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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11. 収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調
整
額 合計コンテンツ

配信事業
店舗・施設
ソリューシ
ョン事業

通信・エネ
ルギー事業

金融・不動
産・グロー
バル事業

売上高
一時点で移転さ
れる財 11,755 38,146 17,942 4,401 − 72,246
一定の期間にわ
たり移転される
財

116,235 57,140 135,672 3,111 55 312,214

顧客との契約か
ら生じる収益 127,990 95,287 153,615 7,512 55 384,461

その他の収益 − − 3,210 2,736 − 5,946

外部顧客への売
上高 127,990 95,287 156,825 10,249 55 390,408

(2)顧客との契約から生じる収益を分解するための基礎となる情報
①連結注記表の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等(4)会計方針に関する事項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記
載しているため、注記を省略しております。
②その他の収益は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７

月４日）及び「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号2007年3月30
日）に基づく収益であり、また、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格
激変緩和対策事業」により、国が定める値引き単価による電気・ガス料金の値引きを
行っており、その原資として受領する補助金が含まれております。
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(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高等

（単位：百万円）

契約負債(期首残高) 10,890

契約負債(期末残高) 11,144
契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであります。当連結会計年度の

期首現在の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しております。ま
た、当連結会計年度において、過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から
認識した収益の額に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引が

ないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略していま
す。

12. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 540円94銭
（2）１株当たり当期純利益 101円99銭
(注)当社は、2024年12月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っ
ております。当連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当た
り純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

13. 企業結合等に関する注記
（共通支配下の取引等）
当社は、2024年９月１日付で、以下のとおり、グループ組織再編（以下「本組織

再編」といいます。）を実行いたしました。なお、本組織再編は、当社の完全子会社
間で行われた共通支配下の取引となります。
１．本組織再編の目的
当社は、「NEXT for U」をコーポレートスローガンに掲げ、テクノロジーによっ

て「あるべき未来」の実現を推し進めるべく店舗・施設・企業向けに音楽配信や
IoT/DXサービス、自動精算機の製造販売といったソリューション事業及び電力や通
信といったインフラ事業、個人向けにコンテンツ配信事業などを展開しております。
このたび、店舗・施設・企業向け事業の一部をサービス軸で再編し役割・機能を明

確化することで、より機動的でスピード感をもった事業展開を実現し、グループ全体
の成長拡大へ繋げていくために以下の概要で本組織再編を実施することにつき決定い
たしました。

― 22 ―

2025年10月27日 18時02分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



２．2024年９月１日付の本組織再編の要旨
（１）株式会社USEN（以下「USEN」といいます。）とキャンシステム株式会社（以
下「CAN」といいます。）及び株式会社USEN Media（以下「UM」といいます。）
の吸収合併
①企業結合日
2024年９月１日

②合併の方式
USENを存続会社、CANおよびUMを消滅会社とする吸収合併

③合併に係る割当ての内容
当社の完全子会社間の合併になるため、株式又は他の財産の割当てはありません。

④合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

（２）株式会社Next Innovation（以下「NI」といいます。）と株式会社USEN
WORKING（以下「UW」といいます。）の吸収合併
①企業結合日
2024年９月１日

②合併の方式
NIを存続会社、UWを消滅会社とする吸収合併（※吸収合併後、㈱USEN

WORKINGへ商号変更）
③合併に係る割当ての内容
当社の完全子会社間の合併になるため、株式又は他の財産の割当てはありません。

④合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

（３）USENと株式会社USEN Camera Solutions（以下「UCS」といいます。）の
会社分割
①企業結合日
2024年９月１日

②会社分割の方式及び分割する事業の内容
USENのカメラソリューション事業をUCSに吸収分割にて承継

③会社分割に係る割当ての内容
会社分割による株式その他の財産の割当てはありません。

④会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

⑤会社分割により増減する資本金
会社分割による資本金の増減はありません。
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⑥承継会社が承継する権利義務
UCSは、効力発生日におけるUSENのカメラソリューションサービス事業に関する

資産、債務、契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継しま
す。
⑦債務履行の見込み
会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題な

いものと判断しております。
（４）USENと株式会社USEN FIELDING（以下「UF」といいます。）の会社分割
①企業結合日
2024年９月１日

②会社分割の方式及び分割する事業の内容
USENの施工サービス事業をUFに吸収分割にて承継

③会社分割に係る割当ての内容
会社分割による株式その他の財産の割当てはありません。

④会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

⑤会社分割により増減する資本金
会社分割による資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務
UFは、効力発生日におけるUSENの施工サービス事業に関する資産、債務、契約そ

の他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。
⑦債務履行の見込み
会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題な

いものと判断しております。
３．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指
針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理しておりま
す。
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（取得による企業結合）
当社は、2024年９月30日開催の取締役会決議に基づき、2024年12月２日にネ

ットムーブ株式会社（以下、ネットムーブ）の全株式を取得し、完全子会社化して
おります。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称：ネットムーブ株式会社
事業の内容：キャッシュレス決済サービス等の提供

② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、2019年より、住信SBIネット銀行株式会社（以下、住信SBIネ

ット銀行）のアクワイアリング部門と提携のうえ、ネットムーブのペイメント・サ
ービス・プロバイダーサービスを利用し包括代理店としてキャッシュレス決済サー
ビス「USEN PAY」を開始しました。通信回線やＰＯＳレジなどのグループ商材と
組み合わせてワンストップで提供することにより既存のキャッシュレスサービス事
業者と差別化、全国150拠点に配置した合計2,000名超のセールスとフィールドエ
ンジニアによるオンサイト対応を通じて、特にSMB市場で強い開拓力を誇るととも
に加盟店へのエンゲージメントも高めております。一方で、ネットムーブは住信SBI
ネット銀行が2019年４月に100％子会社化して以降、住信SBIネット銀行との間で
決済サービスと銀行サービスの融合を進めており、決済ソリューション、セキュリ
ティ・認証サービス、コミュニケーションサービスの3つのサービスラインナップ
で堅調な成長を続け、長年にわたり築いた強固な顧客基盤と高いシステム設計・開
発力等を有しております。当社としては、本取引によるネットムーブの決済ソリュ
ーション機能及び住信SBIネット銀行のアクワイアリング事業の垂直統合を通じて、
申込店舗のサービス利用開始までのリードタイムを大幅に短縮する「営業、審査、
システム登録、機器設置、オンボーディング、フォロー及び開発をワンストップ化
した」事業モデルの確立をはじめとした付加価値の向上により、利便性並びに競争
優位性を生み出すことができるものと確信しております。
また、現在当社グループは店舗向けの対面決済領域のみを提供しており、事業規

模は年換算の流通取引総額で2,500億円程度となっておりますが、本取引の実行後
は、来店前の事前決済、実店舗とECサイト間の連携を実現する非対面決済領域への
事業拡大や、対面／非対面の決済機能を当社グループ外の事業者に対して提供して
いくことも検討してまいります。また、キャッシュレス決済事業の持続的な成長で
拡大する顧客基盤に対して、当社グループのＰＯＳレジ、金融サービスをクロスセ
ルすることによるシナジー創出も図ってまいります。
③ 企業結合日
2024年12月２日
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④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称
2025年３月１日付で株式会社USEN FinTechに商号変更しております。

⑥ 取得した議決権比率
取得日直前に所有していた議決権比率 − ％
取得日に取得した議決権比率 100.00 ％
取得後の議決権比率 100.00 ％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

(2) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2024年12月31日をみなし取得日としているため、当連結会計年度に係る連結損

益計算書については、2025年１月１日から2025年８月31日までとなっておりま
す。

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 5,706 百万円
取得原価 5,706 百万円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
3,720百万円

② 発生原因
今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間
15年間にわたる均等償却

(5)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 195百万円
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(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 3,028 百万円
固定資産 1,870 百万円
資産合計 4,898 百万円
流動負債 2,394 百万円
固定負債 517 百万円
負債合計 2,912 百万円

(7)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度
の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（3）計算書類
株主資本等変動計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金 利益剰余

金
合計繰越

利益
剰余金

当期首残高 99 99 11,129 11,228 36,119 36,119 △0 47,447
当期変動額
剰余金の配当 △2,284 △2,284 △2,284
当期純利益 4,640 4,640 4,640
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の
項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 − − − − 2,355 2,355 △0 2,355
当期末残高 99 99 11,129 11,228 38,475 38,475 △0 49,802

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計
当期首残高 43 43 47,490
当期変動額
剰余金の配当 △2,284
当期純利益 4,640
自己株式の取得 △0
株主資本以外の
項目の当期
変動額(純額)

46 46 46

当期変動額合計 46 46 2,401
当期末残高 89 89 49,892
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個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準および評価方法
イ．子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外の
もの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は主に移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法（ただし2016年４月１日以後に
取得した建物附属設備並びに構築物について
は定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。
建物 ３年〜18年
工具、器具及び備品 ３年〜15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。
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② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務の見込額に基づき
当事業年度末において発生したと認められる
額を計上しております。
・ 退職給付の見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によってお
ります。
・ 数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（６年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用
処理しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に関係会社からの受取配当金及び経営管理料となります。受取配

当金については、配当金の効力発生日において収益を認識しております。経営管理料
は関係会社との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、当該義
務を履行するにつれて収益を認識しております。
（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
・退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の

会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ
れらの会計処理の方法と異なっております。

・グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022

年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から
適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、

2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28
日。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、
当該会計方針の変更による計算書類への影響は軽微であります。
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3. 表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
前事業年度において、「流動資産」に表示しておりました「短期貸付金」は、金額的

重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

4. 会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

(百万円)
当事業年度

関係会社株式 97,044

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、市場価格のない株式等であり、取得価格をもって貸借対照表価

額としております。
取得時における超過収益力が毀損することにより実質価額が著しく低下した時に、

回復可能性が見込まれる場合を除いて、帳簿価額を実質価額まで減額し、評価差額
は損失として処理を行うこととしております。
一部の関係会社株式は、実質価額に当該会社の買収時の企業価値測定において算

出された、のれん及び無形資産等の超過収益力を踏まえて評価しております。
なお、当社グループは2024年９月１日付でグループの組織を再編しており、当

該組織再編により関係会社株式の簿価を修正するとともに、管理会計上の区分や投
資の意思決定を行う際の単位が変化したと判断し、実質価額に含まれるのれんのグ
ルーピングの見直しを行っております。
関係会社株式の評価においては連結貸借対照表に計上されているのれん及び顧客

関連資産等と同様の仮定が含まれますが、その内容は連結計算書類「連結注記表 4.
会計上の見積りに関する注記（のれんの評価）」に記載した内容と同一であり、当該
仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、
将来キャッシュ・フローや回収可能価額が減少した場合には、翌事業年度における
計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

5. 貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 2,425百万円

（2）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
① 短期金銭債権 4,080百万円
② 長期金銭債権 10,184百万円
③ 短期金銭債務 4,520百万円
④ 長期金銭債務 541百万円
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（3）債務保証
① 下記の会社の過年度施設使用料に対して、債務保証を行っております。

㈱USEN 1,479百万円
② 下記の会社の営業取引に係る債務に対して、債務保証を行っております。

㈱USEN 295百万円
③ 下記の会社の営業取引に係る債務に対して、債務保証を行っております。

Y.U-mobile㈱ 21百万円
④ 下記の会社の営業取引に係る債務に対して、債務保証を行っております。

㈱U-NEXT 35,857百万円
⑤ 下記の会社の金融取引に係る債務に対して、債務保証を行っております。

㈱U-POWER 6,012百万円
⑥ 下記の会社の営業取引に係る債務に対して、債務保証を行っております。

㈱U-POWER 1,243百万円
⑦ 下記の会社の営業取引に係る債務に対して、債務保証を行っております。

㈱UPX 942百万円
⑧ 下記の会社の借入金に対して、債務保証を行っております。

㈱USEN REALTY 4,346百万円
⑨ 下記の会社の借入金に対して、債務保証を行っております。

㈱USEN Properties 21百万円

（4）貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライ

ン契約を締結しております。当該契約に基づく当事業年度末における借入未実行
残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントラインの総額 5,000百万円
借入実行残高 ー百万円
差引額 5,000百万円

（5）財務制限条項
当社の金銭消費貸借契約及びコミットメントライン契約には、財務制限条項が

付されており、下記いずれかの条項に抵触した場合、契約上のすべての債務につ
いて期限の利益を喪失する可能性があります。
みずほ銀行との金銭消費貸借契約
イ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結ベースの経常利益が二期連続赤字となる状態を生じさせないこ
と。
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ロ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末に
おける当社を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75％以
上かつ140億円以上に維持すること。

みずほ銀行との金銭消費貸借契約
イ.2025年8月期以降（2025年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末
における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75％以上かつ140億
円以上に維持すること。

ロ.2025年8月期以降（2025年8月期を含む。）の決算期を初回の決算期とする
連続する2期について、連結の経常損益が二期連続損失となる状態を生じさせ
ないこと。

コミットメントライン契約
イ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結ベースの経常利益が赤字とならないようにすること。

ロ.2023年8月期以降（2023年8月期を含む。）の各決算期末における当社を頂
点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末に
おける当社を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75％以
上に維持すること。

（6） 当社と連結子会社の㈱USEN、㈱USEN-ALMEX、㈱USEN ICT Solutions、
㈱U-NEXT LIVING PARTNERSとの間で極度貸付契約を締結しております。当
事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメント及び当座貸越極度額の総額 8,500百万円
借入実行残高 4,461百万円
差引額 4,039百万円

6. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 14,003百万円
営業費用 552百万円
営業取引以外の取引による取引高 435百万円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 423株

― 33 ―

2025年10月27日 18時02分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



8. 税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金損金不算入額 74百万円
貸倒引当金繰入限度超過額 1,722百万円
繰越欠損金 265百万円
投資有価証券評価損否認 118百万円
関係会社株式評価損否認 936百万円
組織再編に伴う関係会社株式 7,282百万円
減価償却限度超過額 4百万円
未確定債務 151百万円
資産除去債務否認 144百万円
その他 225百万円

計 10,924百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △10,351百万円

繰延税金資産合計 573百万円
繰延税金負債
その他 △122百万円

繰延税金負債合計 △122百万円
繰延税金資産の純額 450百万円

（２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合

の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に
従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処
理並びに開示を行っております。

（３）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）が2025年３月31日

に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以降開始する事業年度より、「防衛
特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年９月１日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる

一時差異等については繰延税金資産及び繰延税金負債の計算について、法定実効税
率を34.59％から35.43％に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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9. 関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称

議決権の
所有（被
所有）割
合

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 ㈱USEN 所有直接
100％

経営指導及び
管理業務委託
資金の借入等
役員の兼務
電力会社等に
対する債務保

証
借入金に対す
る債務被保証

資金の返済 2,350 - -

利 息 の 支 払
（注１） 2 - -

経営指導料等
の 受 取 （注
２）

2,593売掛金未払金
30
76

電力会社等の
債務への連帯
保証（注３）

1,479 - -

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

配当金の受取 750 - -

子会社 ㈱
USEN-ALMEX

所有直接
100％

経営指導及び
管理業務委託
資金の借入等
役員の兼務
借入金に対す
る債務被保証

資金の借入 1,9601年内返済
予定の長期
借入金

1,960
資金の返済 1,580

利 息 の 支 払
（注１） 16 - -

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社
㈱USEN
ICT

Solutions

所有直接
100％

経営指導及び
管理業務委託
資金の借入等
役員の兼務
借入金に対す
る債務被保証

資金の借入 1,500
1年内返済
予定の長期
借入金

1,500

資金の返済 1,539長期借入金 541
利 息 の 支 払
（注１） 19 - -

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

配当金の受取 1,539 - -
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種類 会社等
の名称

議決権の
所有（被
所有）割
合

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 ㈱
U-NEXT

所有直接
79.6％

経営指導及び
管理業務委託
役員の兼務
営業取引に対
する債務保証
借入金に対す
る債務被保証

経営指導料等
の 受 取 （注
２）

2,527売掛金 304

債務保証（注
４） 35,857 - -

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社

㈱
USEN
Smart
Works

所有直接
100％

借入金に対す
る債務被保証

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社 ㈱USENNETWORKS
所有直接
100％

借入金に対す
る債務被保証

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社

㈱
U-NEXT
LIVING
PARTNERS

所有直接
100％

借入金に対す
る債務被保証

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社
㈱
USEN
PAY

所有直接
100％

経営指導及び
管理業務委託
資金の貸付等
役員の兼務
借入金に対す
る債務被保証

資金の貸付 500長期貸付金 700
利 息 の 受 取
（注１） 5 - -

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -
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種類 会社等
の名称

議決権の
所有（被
所有）割
合

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 ㈱
U-POWER

所有直接
100％

経営指導及び
管理業務委託
資金の貸付等
役員の兼務
金融取引に係
る債務保証
営業取引に対
する債務保証
借入金に対す
る債務被保証

資金の貸付 2,000長期貸付金 7,300
利 息 の 受 取
（注１） 68 - -

債務保証（注
５） 6,012 - -

債務保証（注
８） 1,243 - -

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社
㈱
USEN
REALTY

所有直接
100％

経営指導及び
管理業務委託
資金の貸付等
役員の兼務
借入金に対す
る債務保証

資金の貸付 460長期貸付金 1,100
利 息 の 受 取
（注１） 13 - -

債務保証（注
７） 4,346 - -

子会社

㈱
USEN
Camera
Solutions

所有直接
100％

借入金に対す
る債務被保証

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社
㈱
USEN
FIELDING

所有直接
100％

借入金に対す
る債務被保証

債 務 被 保 証
（注６） 47,970 - -

子会社
㈱
USEN
WORKING

所有直接
100％ 資金の貸付等

資金の貸付 170長期貸付金 300
利 息 の 受 取
（注１） 12 - -

債 権 の 放 棄
（注９） 720 - -

取引条件及び取引条件の決定方針
注 １．貸付金及び借入金の金利については、市場金利を勘案して合理的に決定し

ております。
２．経営指導料等については、契約条件により決定されております。

― 37 ―

2025年10月27日 18時02分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



３．㈱USENの電力会社等に対する債務に対し、債務保証を行っております。
なお、債務保証の取引金額は、2025年8月31日現在の債務残高を記載して
おります。また、当該債務保証に対し、保証料の受取は行っておりません。

４．㈱U-NEXTの営業取引に対する債務に対し、債務保証を行っております。
なお、債務保証の取引金額は、2025年8月31日現在の債務残高を記載して
おります。また、当該債務保証に対し、保証料の受取は行っておりません。

５．㈱U-POWERの金融取引に係る債務に対し、債務保証を行っております。
なお、債務保証の取引金額は、2025年8月31日現在の債務残高を記載して
おります。また、当該債務保証に対し、保証料の受取は行っておりません。

６．当社の銀行借入に対して連帯保証を受けております。なお、保証料の支払
いは行っておりません。

７．㈱USEN REALTYの金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っており
ます。なお、債務保証の取引金額は、2025年8月31日現在の債務残高を記
載しております。また、当該債務保証に対し、保証料の受取は行っておりま
せん。

８．㈱U-POWERの営業取引に対する債務に対し、債務保証を行っております。
なお、債務保証の取引金額は、2025年8月31日現在の債務残高を記載して
おります。また、当該債務保証に対し、保証料の受取は行っておりません。

９．㈱USEN WORKINGに対する長期貸付金について債権放棄を行っておりま
す。なお、この貸付金に対して計上しておりました貸倒引当金457百万円を
取崩し、債権放棄損262百万円を特別損失として計上しております。

（2）役員及び個人主要株主等

種類
会社等の名
称または氏

名

議決権
の所有
（被所
有）割
合

関連当事
者との
関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科
目 期末残高

(百万円)

役員及び
個人主要
株主が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社

㈱U-MORE − 業務委託
等

カフェ
運営業
務委託
(注1）

37 - -

取引条件及び取引条件の決定方針
注 １．取引条件については、市場価格を勘案し、両社で協議し決定しております。
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10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 276円60銭
（2）１株当たり当期純利益 25円73銭
(注)当社は、2024年12月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っ
ております。当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純
資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

― 39 ―

2025年10月27日 18時02分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）


